
秋田杉 森林吸収 J-VER クレジット販売要領

平成23年11月29日

市 長 決 裁

（趣旨）

第１条 この要領は、市が市有林で認証取得したオフセット・クレジット

（以下「市有林J-VERクレジット」という。）のカーボン・オフセット

に取り組む事業者、団体等（以下「事業者等」という。）への販売につ

いて必要な事項を定めるものとする。

（購入者の募集）

第２条 市有林J-VERクレジットの購入者（以下「購入者」という。）の

募集は、市ホームページ等により行うものとする。

２ 市有林J-VERクレジットの販売は、秋田市が保有する数量の範囲内で

行うものとし、市ホームページ等に販売できる数量を公表するものとす

る。

（予定単価および数量）

第３条 市有林J-VERクレジットの予定単価は、別に定める。

２ 市有林J-VERクレジットの最低販売量は１トン（t-CO2）とし、１トン

（t-CO2）単位で販売するものとする。

（購入の申込み）

第４条 市有林J-VERクレジットの購入を申込みする者（以下「購入申込

者」という。）は、申込書類（様式第１号から第３号まで）を、持参又

は郵送のいずれかの方法により、市長に提出しなければならない。

２ 市長は、購入申込者が次のいずれかに該当するときは、市有林J-VER

クレジットの購入を認めないものとする。

(1) 法令に違反しているとき

(2) 暴力団又は暴力団の統制下にあると認められるとき

(3) 違法又は不当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けてい

るとき

(4) その他カーボン・オフセットの適正な実施をすることができないと



認められるとき

３ 市長は、購入申込者に対し、市有林J-VERクレジットの販売において

必要と認める場合は、資料の提出を求めることができる。

（販売対象者の決定）

第５条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、当該申込書類

の内容を審査のうえ、申込順序に従い、販売する対象者を決定する。

２ 市長は、前項の決定をしたときは、購入申込者に対し、販売する対象

者に該当する旨又は該当しない旨および販売することができるクレジッ

トの量について、書面により通知するものとする。

（見積書）

第６条 購入者は、前条第１項の決定があった日から７日以内に、見積書

（様式第４号）に必要な事項を記載して市長に提出しなければならない。

（契約書の作成）

第７条 市長は、見積書の見積単価が第３条第１項の予定単価を上回った

ときは、契約書を作成し、購入者と取り交わすものとする。

（売買代金の納付）

第８条 購入者は、市有林J-VERクレジットの売買代金を、市長が別に定

める期日までに、市が発行する納入通知書により納入するものとする。

（市有林J-VERクレジットの移転）

第９条 市長は、購入者からの売買代金の納入を確認したときは、オフセ

ット・クレジット（J-VER）認証委員会にオフセット・クレジットの移

転手続を依頼し、オフセット・クレジット登録簿（オフセット・クレジ

ット（J-VER）制度に基づき発行されるオフセット・クレジット（J-VE

R）を管理し、その取得、移転および無効化について電子的に記録した

ものをいう。）において、市の保有口座から購入者が指定する保有口座

へオフセット・クレジット（J-VER）の移転を行うものとする。

２ 購入者が口座を保有しないときおよび口座を指定しないときは、市が

オフセット・クレジット登録簿上のクレジットについて無効化を行い、

環境省気候変動対策認証センターに対して無効化証明書の発行を依頼す

る。



（委任）

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要領は、平成23年12月１日から施行する。

この要領は、令和３年４月１日から施行する。


